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第１章 立地適正化計画に係る位置づけ等 

（１）立地適正化計画の位置づけ 

① 法的位置づけ 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法や都市計画運用指針により、その位置づけや計画に記載

すべき内容が以下の通り示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市再生特別措置法  第八十一条   

市町村は、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本

方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住

者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをい

う。以下同じ。）の立地の適正化を図るための計画（以下「立地適正化計画」という。）を作成

することができる。  

 

２ 立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものと

する。  

一  住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針  

二 都市の居住者の居住を誘導すべき区域（以下「居住誘導区域」という。）及び居住環境の

向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために

市町村が講ずべき施策に関する事項  

三 都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域（以下「都市機能誘導区域」という。）及び当

該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設（以下「誘導施設」と

いう。）並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導

施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項（次号に掲げるものを除

く。）  

四 都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項 

イ 誘導施設の整備に関する事業 

ロ イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、市街

地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業 

ハ イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は

事業 

五 第二号若しくは第三号の施策又は前号の事業等の推進に関連して必要な事項  

六 前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要

な事項  

都市計画運用指針  立地の適正化に関する基本的な方針 

立地適正化計画を作成する際は、当該市町村の現状の把握・分析を行い、課題を整理すること

がまず必要となる。その上で、中長期的に都市の生活を支えることが可能となるようなまちづく

りの理念や目標、目指すべき都市像を設定することが必要である。あわせて、その実現のための

主要課題を整理し、一定の人口密度の維持や安全な居住の確保、生活サービス機能の計画的配置

及び公共交通の充実のための施策を実現するうえでの基本的な方向性を記載することが考えら

れる。 
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② 行政計画における位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）立地適正化計画の策定フロー 

以下のフローに基づき立地適正化計画を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【上位計画等の整理】 

・総合計画、総合戦略 

・都市計画区域･都市計画マスタープラン 

・小千谷市生活交通確保計画 など 

【小千谷市の実態】 

・小千谷市の人口・世帯数、小千谷市の将来人口推計 

・都市機能の立地状況（医療、福祉、商業、教育、公共施設等） 

・公共交通の状況（鉄道、路線バス、コミュニティバス、乗合タクシー） 

・土地利用の現状（土地利用、用途地域内の残存農地、空き家） 

・都市基盤の整備状況（都市計画道路、都市公園、土地区画整理事業） 

・災害ハザード（想定浸水区域、土砂災害特別警戒区域・警戒区域） 

・歳入歳出の状況 

・都市構造の評価（生活利便性、健康・福祉、安全・安心、地域経済、行政運営等） 

 

【都市構造上の課題】 

・人口動態からの課題 

・都市機能の立地状況からの課題 

・公共交通の実態からの課題 など 

 

【都市づくりの方針】 

・都市づくりの理念、まちづくりの方針、目指すべき都市構造 

・居住及び都市機能の誘導方針 

・居住及び都市機能誘導区域の設定方針 

【居住誘導区域及び都市機能誘導区域の設定】 

【実現化方策の検討】 

・誘導施設、誘導施策の設定 

・防災指針、低未利用土地の有効活用及び適正管理について 

・定量的目標値の設定 など 

第五次小千谷市総合計画(平成 28年 2月策定) 

(

県
計
画)

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、 

開
発
及
び
保
全
の
方
針 

小千谷都市計画マスタープラン 

(平成 25年 3月策定) 

小千谷市立地適正化計画 

※都市計画法に基づく市町村マ

スタープランの一部とみなさ

れる(都市再生法第 82 条) 

関連計画（一例） 
・小千谷市総合戦略･人口ビジョン 

・第４次小千谷市生活交通確保計画 

・小千谷市子ども･子育て支援事業計画 

・小千谷市高齢者福祉計画･ 

第８期介護保険事業計画 

・第６期小千谷市障がい福祉計画 

・西小千谷地区市街地まちづくり基本計画 

即す 

即す 連携 
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（３）立地適正化計画を策定する区域 

立地適正化計画の区域は、都市再生特別措置法に基づき、小千谷市の都市計画区域全域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）目標年次 

目標年次は、令和 22 年度（2040年度）とします。 

 

 

凡 例 

計画区域(都市計画区域) 

行政界 

新幹線 

ＪＲ線 

高速道路 

国道 

小千谷駅 

内ヶ巻駅 

越後岩沢駅 

小千谷市役所 
● 

● 

小千谷 IC 

都市計画運用指針  立地適正化計画の区域の設定 

立地適正化計画の区域は都市計画区域内でなければならないが、都市全体を見渡す観点から、

都市計画区域全体を立地適正化計画の区域とすることが基本となる。 


